薬局地域連携活動に関する参加契約書
一般社団法人西多摩薬剤師会（以下「甲」という）と、申込者（以下「乙」という）は、甲が運営する地域医療連携事業に関し、以下の通り契約を締結する。
第1条（目的） 乙は、地域医療における医薬品供給体制の整備、および施設基準（地域支援体制加算等）にもとづく他薬局との連携・情報共有を目的として、本事業に参加するものとする。
第2条（地域連携活動費の定義） 「地域連携活動費」とは、甲の目的達成および運営維持のために必要な経費として、非会員薬局である乙が甲に対して納入する負担金をいう。乙は、本活動費を納入することにより、第3条に定める連携支援を受けることができる。
第3条（提供サービス） 甲は、地域連携活動費の一環として乙に対し、別途定める「提供サービス一覧（別紙）」に準じた業務を実施し、乙の地域連携活動を支援する。
第4条（契約期間と更新）
1. 本契約の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2. 期間満了の1ヶ月前までに、乙から書面による退会の申し出がない限り、本契約は同条件で1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。
第5条（地域連携活動費の額および支払い方法）
1. 地域連携活動費は、年額 60,000円（税込）とする。
2. 年度の途中から参加する場合の費用は、月額 5,000円（税込）とし、参加開始月から当該年度の3月分までを一括で支払うものとする。
3. 乙は甲に対し、原則として1年分または残期間分を一括で前払いするものとする。
4. 支払い方法については、別途甲が指定する請求書に従うものとする。
第6条（費用の不返還） 乙の都合による解約、または第10条に基づく強制退去の場合であっても、既収の地域連携活動費は、理由の如何を問わず一切返還しないものとする。
第7条（遵守事項）
1. 乙は、本事業に登録する情報（薬局開設許可情報、営業時間、在庫情報等）を正確かつ最新の状態に保つよう努めるものとする。
2. 乙は、提供サービスを通じて得た他薬局の在庫情報等を、医薬品の融通および患者支援の目的以外に使用してはならず、第三者へ漏洩してはならない。
第8条（免責事項）
1. 本事業に関連して発生した薬局間での医薬品の譲渡・譲受、および代金決済に関するトラブルについて、甲は一切の責任を負わない。
2. 通信環境の障害やシステム提供元の都合により、サービスの一部または全部が一時的に停止した場合、それにより生じた損害について甲は賠償の責任を負わない。
第9条（契約の解約） 乙が本契約の解約を希望する場合、解約希望日の1ヶ月前までに甲に対し書面をもって届け出るものとする。
第10条（強制退去） 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、何ら事前の催告を要せず、直ちに本契約を解除し、乙を本事業から強制的に退去させることができるものとする。
1. 地域連携活動費の支払いを遅延し、甲の督促後も速やかに納入しないとき。
2. 本事業の登録情報において、虚偽の申請を行ったとき。
3. 第7条第2項に違反し、他薬局の情報を目的外に使用、または第三者へ漏洩したとき。
4. 本事業の運営を妨げ、または当会および他の参加薬局の名誉・信用を毀損する行為があったとき。
5. その他、本契約の条項に違反し、甲が参加薬局として不適当と認めたとき。
第11条（協議事項） 本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、誠意をもって解決にあたるものとする。
